
新型コロナウイルス感染症の影響による保険税減免　要件判定フローチャート

　（※2）　非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる場合でも、給与以外の収入についても減少が見込
　　　　　まれる場合には、当該収入の減少を理由として減免申請が可能です。

新型コロナウイルス感染症の影響により
死亡又は重篤な傷病を負った

死亡又は重篤な傷病を負ったのは
世帯主（主たる生計維持者）である

①世帯主（主たる生計維持者）の前年の合計
　所得金額が 1,000万円 以下である
　　　　　　　かつ
②世帯主（主たる生計維持者）の減少見込み
　の収入に係る所得以外の前年の所得の合計
　が 400万円 以下である

下記の書類を郵送してください

 （必要書類）

■死亡又は重篤な傷病を負ったかた

　　・減免申請書

　　・死亡診断書、医師の診断書

　　　などの写し

　　・世帯主（申請者）の本人確認

　　　書類の写し

■収入が減少したかた

　　・減免申請書

　　・収入状況報告書

　　・令和２年１月からの収入額が

　　　わかるものの写し

　　・世帯主の本人確認書類の写し

　　・（事業等を廃止した又は勤務先

　　　を解雇された場合）その事実を

　　　証明する書類

新型コロナウイルス感染症の影響により
収入が減少した

収入が減少したのは世帯主（主たる生計維持者）である（※1）

（重篤な傷病を負ったかたのみ）
入院勧告を受けるなど、１か月以
上の治療が必要と診断された

減少した収入は事業収入（営業等、農業）、給与
収入、不動産収入のいずれかである
《注》株の取引きによる収入減などではない

　（※1）　「世帯主（主たる生計維持者）」とは、「世帯主」または「世帯員の中で世帯の生計を維持して
　　　　　いる被保険者」のことです。

勤務先の解雇に伴い収入が減少した

非自発的失業者の保険税軽減制
度の対象ではない（※2）

減少した収入の今年１年間の見込み額を、昨年の
当該収入額と比較すると、３割以上減少している

減免の要件に該当しません
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